
１

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　
　
　

公
報
番
号　

日
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六
七　
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条　
　

号
外
一　

二
六

　
　
　
　
　

例

　
　

六
八　
秋
田
県
政
治
資
金
規
正
法
関
係
手
数
料
徴　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

収
条
例

　
　

六
九　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

七
〇　
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

改
正
す
る
条
例

　
　

七
一　
秋
田
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

る
条
例

　
　

七
二　
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条　
　

号
外
二　

〃

　
　
　
　
　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

七
〇　
秋
田
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資　
　

号
外
二　
　

一

　
　
　
　
　

金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　

七
一　
秋
田
県
県
営
土
地
改
良
事
業
等
分
担
金
徴　

二
〇
四
一　

二
二

　
　
　
　
　

収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
　
　

則

　
　

七
二　
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改　

二
〇
四
二　

二
六

　
　
　
　
　

正
す
る
規
則

　
　

七
三　
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
及
び
秋
田
県
日
額　
　

号
外
三　

〃

　
　
　
　
　

旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　

七
四　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　

七
五　
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規　
　

号
外
四　

〃

　
　
　
　
　

則

　
　
　

四　
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一　
　

号
外
二　
　

一

　
　
　
　
　

部
を
改
正
す
る
訓
令

　

五
〇
九　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
五　
　

二

　

五
一
〇　
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
一
一　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
一
二　
皆
伐
面
積
の
限
度　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
外
一　
　

一

　

五
一
三　
基
本
測
量
実
施
の
通
知　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
六　
　

五

　

五
一
四　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
一
五　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
一
六　
基
本
測
量
実
施
の
通
知　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
七　
　

九

　

五
一
七　
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
一
八　
平
成
二
十
年
二
級
建
築
士
試
験
の
合
格
者　
　

〃　
　
　

〃

　

五
一
九　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　

二
〇
三
八　

一
二

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の

　
　
　
　
　

廃
止

　

五
二
〇　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

　

五
二
一　
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

業
の
廃
止

　

五
二
二　
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

業
の
休
止

　

五
二
三　
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
二
四　
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

更

　

五
二
五　
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
二
六　
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
二
七　
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
の
公
表　
　
　

二
〇
三
八　

一
二

　

五
二
八　
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
二
九　
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
三
〇　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
三
一　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
三
二　
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
三
三　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
九　

一
六

　

五
三
四　
ふ
化
業
者
の
登
録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
三
五　
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

可

　

五
三
六　
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
三
七　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　

二
〇
四
〇　

一
九

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の

　
　
　
　
　

廃
止

　

五
三
八　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

　

五
三
九　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更

　

五
四
〇　
公
共
測
量
終
了
の
通
知　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
四
一　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
四
二　
用
途
地
域
に
お
け
る
建
築
の
許
可
に
係
る　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

　

五
四
三　
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
四
四　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　

二
〇
四
一　

二
二

　

五
四
五　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　

二
〇
四
二　

二
六

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の

　
　
　
　
　

廃
止

　

五
四
六　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　
条　
　
　
　
　
　
例

　
　
　
　
　
訓　
　
　
　
　
　
令

公
布
又
は

公
示
番
号 平

成
二
十
年

十
二
月
中

第
二
千
三
十
五
号
か
ら

第
二
千
四
十
二
号
ま
で

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示
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る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

　

五
四
七　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　

二
〇
四
二　

二
六

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
施
術
者
の
指
定

　

五
四
八　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更

　

五
四
九　
平
成
二
十
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

実
施

　

五
五
〇　
秋
田
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

に
関
す
る
計
画
の
変
更

　

五
五
一　
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

五
五
二　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

警
戒
区
域
の
指
定

　

五
五
三　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
秋
田
県
労
働
委
員
会
委
員
の
任
命　
　
　
　

二
〇
三
五　
　

二

　
　
　
　

○
平
成
二
十
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試　

二
〇
三
七　
　

九

　
　
　
　
　

験
合
格
者

　
　
　
　

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

札
の
実
施

　
　
　
　

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の　

二
〇
三
八　

一
二

　
　
　
　
　

申
請　

二
件

　
　
　
　

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
新
た
な
土
地
改
良
事
業
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

施
行
の
認
可

　
　
　
　

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
九　

一
六

　
　
　
　

○
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

届
出　

二
件

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定　
　

二
〇
四
〇　

一
九

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の　

二
〇
四
二　

二
六

　
　
　
　
　

申
請

　
　
　
　

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
財
政
状
況
の
公
表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
外
五　

〃

　
　

一
八　
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　

二
〇
三
五　
　

二

　
　

九
五　
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の　

二
〇
三
八　

一
二

　
　
　
　
　

一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数

　
　

九
六　
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

　
　

九
七　
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る　

二
〇
四
〇　

一
九

　
　
　
　
　

規
程

　
　

九
八　
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

の
数

　
　

九
九　
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出　
　
　
　
　
　
　

二
〇
四
二　

二
六

　

一
〇
〇　
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

旨
の
届
出

　

一
〇
一　
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

又
は
政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の

　
　
　
　
　

規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及

　
　
　
　
　

び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

　
　
　
　
　

正
す
る
規
程

　
　

一
〇　
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一　
　

号
外
四　

二
六

　
　
　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　

五　
秋
田
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補　

二
〇
四
二　

二
六

　
　
　
　
　

者
の
氏
名
、
閲
覧
等

　
　
　
　

○
土
地
収
用
事
件
裁
決
書
の
公
示
送
達　

二　

二
〇
三
六　
　

五

　
　
　
　
　

件

　
　
　
　

○
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格　

二
〇
三
六　
　

五

　
　
　
　
　

者

　
　
　
　

○
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
付
け
秋
田
県
規　

二
〇
三
七　
　

九

　
　
　
　
　

則
第
五
十
一
号
の
正
誤

　
　
　
　

○
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
付
け
秋
田
県
訓　

二
〇
三
八　

一
二

　
　
　
　
　

令
第
四
号
の
正
誤
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